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極秘電報が暴く　米空母母港史の真相

梅林宏道
中村桂子

民は之を知らしむべからず

操られる情報：隠蔽と歪曲と誇張（下）Ⅴ

■連載の再開
　連載４回で中断していた本連載を再
開します。
　１９５１年９月８日に日米安保条約が署
名されてから５０年目を迎える中で、今日
の日米安保体制の象徴的存在である
日本を母港とする第７艦隊の空母につ
いて、その母港外交を検証する連載を
再開できて、ホッとしています。新しい
ピースデポのスタッフ中村桂子さんが
加わることによって、これが可能になりま

した。
　この連載の内容は、米空母の横須賀
母港を巡る日米交渉の３年間を、機密解
除された１９７０年―１９７３年の米国務省公
文書によって調査した結果によるもので
す。明らかになった母港化の歴史の真
相は、母港化そのものの正当性を疑わ
せるものです。日米交渉の実態の解明
が、危惧されている原子力空母の母港
化を阻止する一助となることを願ってい
ます。（梅林）

前回までの内容：
Ⅰ　覆った横須賀撤退の決定（上）　

第１０９-１０号（２０００年３月１日）
予算逼迫の米軍／横須賀から撤退し佐世保
に集約／原潜修理に６号ドックの継続使用

Ⅱ　覆った横須賀撤退の決定（中）　
第１１１号（２０００年３月１５日）

佐藤・モーラー会談／空母１隻の佐世保母港

「母港」という言葉

／海軍の右手は左手を知らない
Ⅲ　覆った横須賀撤退の決定（下）　

第１１３号（２０００年４月１５日）
ブロウィン調査団／横須賀の住宅は十分／マ
スコミを利用？／横須賀を再び主要作戦港に

Ⅳ　操られる情報：隠蔽と歪曲と誇張　
第１１４-５号（２０００年５月１５日）

利用された佐藤首相／母港情報の伝達

■（上）のあらすじ
　（上）においては、佐藤首相が「横須賀
を米軍が保持し続けて欲しい」と述べた
という歪曲された情報が米国内に流さ
れ、横須賀撤退方針を覆すのに利用さ
れたこと、空母の日本母港化の最初の
検討は、日本政府はおろか、在日米海軍
にも知らせないで行われたこと、日本政
府に意向打診が行われたあとにも日本
の市民には知らせられず、日本の市民
が初めて知ったのは、『ニューヨーク・タ
イムズ』の記事が最初であったこと、を述
べた。
　これらの例が示すように、日本の母港
受け入れ決定までには、米軍内部での
検討段階、国務省・大使館の検討段階、
日本政府への伝達段階、そして新聞報
道で一般市民が知る段階、の各段階に
おいて、さまざまな形での情報操作が議
論され、実行された。事実は歪曲され、場
合によっては隠蔽された。そして真実を
知らされるべき市民のところにまで情報

が届いた時点では、情報操作がすべて
終了した後であった。
　こういった情報操作は、横須賀への空
母母港化を実現しようとした米政府の手
によって行われただけではない。国内で
の政治的インパクトを可能な限り回避し
て米政府の意向に添おうとする日本政
府・外務省によっても行われた。まさに外
務省は、米政府の出先機関の役割を果
たした。

■｢前進配備」でなく
｢母港」を

　日本の国会でも議論されたとおり、米
海軍の用語として、「母港」という言葉に
厳密な軍事的な定義はない。現実には、
「母港」を拠点として、軍艦の配備の期
間や配備手当を計算するなどの実際的
意味がある。その意味で、米軍艦の日本
母港は、米国内とまったく区別のない母
港である。
　しかし、空母の母港史において、「母
港」という言葉の使用をめぐっては、方針

が二転三転した。
　言葉の問題が最初に登場したのは１９
７１年６月９日の大使館から国務省のメッ
セージである。横須賀母港の可能性を
日本政府に知らせる際に事前協議問題
を回避することが必要と国務省に指摘し
た大使館は、そのための最善のアプロー
チは、「空母や航空団の前進配備と言わ
ずに、前進地区への家族居住の考えを
強調する」ことであると書いた。（１）しかし、
この議論は、すぐには具体的な形をとっ
ては進展しなかった。
　初期の内部文書においては、「前進配
備（forward basing, forward deployment）、
「母港」(homeporting)、「事前配備」(pre-

positioning)という言葉が、ほとんど区別
無く同義語的に使われていた。
　たとえば、最初に、空母１隻の佐世保
母港が検討されたときの文書は（連載
Ⅱ）、「母港」と書かれた。（１）しかし、その
約半年後、駆逐艦6隻の横須賀母港化
が検討されていた時期には、「空母／空
母航空団の前進配備」（２）および「空母の
事前配備」という言葉が使われた。（３）

　そんななかで、日本政府が米国大使
館に対して「前進配備」という言葉を避
けて「母港」と表現して欲しいと要請し
た。１９７１年１２月３日、東京新聞が政府筋
の話として空母の横須賀母港の記事を
掲載した際に、外務省と外部からの問い
合わせにどう対処するかを相談したとき
のことである。その理由は、「事前協議に
関する協定が絡むかもしれないという、
いかなる含意も避けたい」（４）というもので
あった。
　この時点で外務省が念頭においてい
る「事前協議」問題とは、「配置における
重要な変更」を指していると考えられる。
空母の｢前進配備」という表現は、当時の
ベトナム戦争の背景のなかでは、大型部
隊の配置移動を意味することを恐れた
のである。そして、日本はむしろ「母港」と
いう言葉を選んだ。

■｢母港」から
｢長期配備」へ

　次に別の角度から、言葉の選択の問
題性が認識された。そのきっかけとなっ
たのは、１９７１年１２月１６日付ニューヨー
ク・タイムズ紙による「空母任務部隊」の
横須賀母港の可能性の記事であった。
「空母母港は戦術核の持ち込みを意味
しない」「非公式な打診であり、日本政府
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は態度を決めていない」との政府からの
否定のコメントにもかかわらず（５）、結果は
国会での核論争になった。これに対し、
大使館は「前進配備」ではなく「母港」と
いう言葉を使ったことによって、核兵器が
日本に配備されるという議論を直ちに引
き起こした、と言葉の使用に問題があっ
たことを指摘した。（６）

　こういった日本の反応を背景に、１週
間後、マイヤー大使は、日本の特殊事情
に米政府が十分な注意を払うことが有
益であると国務省に伝えた。（７）

　そして、マイヤー大使は、類似する３つ
の言葉を比較した。そして日本政府に
とって、もっとも望ましい言葉は「長期配
備（extended deployment）」であると結論づ
けた。「『長期配備』または『長期展開』は
日本の現状にもっとも合っており、大使館
や在日米海軍で使われている。日本の
マスコミはこれを『母港』と同義語に使う
傾向があるが、我々の立場から考える
と、『母港』という言葉にまつわる困難な
状況を避けるためには、この言葉をこれ
からも使っていくのがよいと考えてい
る。」（７）

　二番目に好ましいとしてマイヤー大使
が挙げた用語が「母港」であった。そし
て最後に、「前進配備」をもっとも好ましく
ないとした。これがもっとも好ましくない理
由を、マイヤー大使は次のように説明し
た。
　「政府内の反対勢力から事前協議が
行われたかどうか、言いかえれば、日本
政府が特定の軍艦の入港を認めたかど
うか、を追及されるおそれがあるので、
『前進配備』という言葉は、日本政府に嫌
われている。日本政府は、このような米軍
艦の動きを、事前協議が必要とされる事
項だと認識していない。そして普通には
日本政府は、いかなる大きな母港問題も
協議し、実務的な政治的扱いのなかで
合意することを望んでいる。しかし、事前
協議という法的枠組みの合意に縛られ
たくはないのである。」（７）

　ここにおいても、「事前協議」として議
論されているものは、「配置における重
要な変更」にかかわるものである。
　この文書が国務省に送られたのち、大
使館や国務省から出される文書の多く
が「空母の長期配備」という言葉を使用
するようになった。しかし内部文書には
「長期配備（母港）」「空母配備」「母港」
等も同義語として使われており、統一さ
れてはいない。

　これまでの記述で明らかなように、「母
港」の言葉いじりの背後には、「核の持ち
込み問題」と「配置における重要な変
更」という二つの問題が絡んでいる。７２
年６月時点で書かれた国務省内部メモ
は、次のように記している。｢横須賀の空
母母港化は我 に々いくつかの政治的問
題を提示する。それは『事前協議問題』
と『核問題』である。」（８）ここで言う「事前
協議問題」とは正確には「配置における
重要な変更」の問題である。
　「母港」という言葉の使用によって、不
必要な困難を日本との間にもたらすこと
は望ましくないという認識は、７２年８月に
ハワイで行われた重要な大平外相・ジョ
ンソン国務次官会談でも確認された。会
談後の調整を大使館に指示する国務省
からの文面では、日本国民全体が日本
国内の米海軍の母港化に対し過敏であ
ることにより「長期配備」という言葉が「国
外母港化」または「前進配備」という言葉
より無難な言葉として発展した経緯が説
明されている。（９）

■「長期配備」から
「海外居住」へ
　７２年１０月７日付のこの国務省文書は、
言葉の問題について、さらに新しい展開
がありうることを予告していた。「母港」と
いう言葉に起因する問題をさらに少なく
する方法について、海軍と国務省が検
討を加えていることを明らかにし、「海軍
は現在、『長期配備』や『母港』を『第７艦
隊家族居住計画』と呼ぶという提案をし
ている」（９）と書いているのである。
　１９７２年１１月末、空母母港化計画は大
詰めを迎えた。この時期には、乗組員の
海外家族居住計画といった側面をさら
に強調するようになっていた。
　大使館は、ミッドウェー母港受け入れ
の正式合意（７２年１１月３０日）の直前、日本
政府が見解として、「この動きは本質的
にはミッドウェー乗組員の家族の移転を
伴うのみであり、ミッドウェー自体の配置
転換ではない」と強調したことに触れて
いる。さらに、日本政府が「母港」という言
葉のみならず、以前は、望ましいとしてい
た「長期配備」という言葉の使用も避け
ることを希望したことが明らかになって
いる。
　「日本政府は『海外居住』または『海外
家族居住計画』という言葉の使用を強く
望んでいる。そして米政府の公表文書

にも同様の言葉が使用されるよう要請し
ている。」（１０）

　こういった日本政府の希望に対し、大
使館は、公表文書の書き直しを国務省
に勧めた。これに従い、米国内で日本の
母港受け入れが発表されたときも、この
「家族居住」という言葉が使われた。（１１）

　「配備」という言葉が事前協議問題を
ひきおこす、と日本政府がその理由とし
て述べたことを引き合いに、大使館は国
務省に以下のように求めた。「長期配備
という言葉がどのような公式発表でも使
われないよう強く要請する。これはミッド
ウェーの件に関し，我々が要求したもの
にたどり着く努力に全面的に協力してい
る日本政府のたっての希望である。長
期配備や母港という言葉を米側が使用
してしまうことにより、ミッドウェーの滑らか
な航海が危うくされてしまう危険がある。
報道機関はこれら両方を使うことになる
だろう。すべての米側の公式発表は横
須賀に乗組員の家族が移住というシン
プルな表現に固執するよう最大限の努
力が払われるべきである。」（１２）

　このように、言葉の選択は母港化に付
随する重要な政治問題を避けるために、
日米両政府によって画策されてきた。日
本政府は今でも「母港」といわずに「いわ
ゆる母港」と言う。多くのマスメディアもそ
れに従っているが、このような歴史を知
れば「母港」と言い切ることが重要であ
ろう。
　「母港」という言葉を避けた言葉の選
択が、核兵器持ち込み問題と関係して、
いかに重要な意味を持つかは、次回以
降に詳しく述べる。

文献：
（１） １９７１．６．９　スナイダー駐日公使から国務省。

東京０５４５５。極秘。
（２） １９７１．１．１８　大使館への国務省・国防省合同

メッセージ。国務省００９３６７。極秘。
（３） １９７１．７．１４　ジョンソン国務次官から大使館。

国務省１２７４６８。極秘。
（４） １９７１．１２．３　マイヤー駐日大使から国務省。

東京１１９６７。秘。
（５） １９７１．１２．１７　マイヤー駐日大使から国務省。

東京１２４３４。指定なし。
（６） １９７１．１２．２１　マイヤー駐日大使から国務省。

東京１２５００。極秘。
（７） １９７２．１．２８　マイヤー駐日大使から国務省。

東京００９７７。秘。
（８）１９７２．６．２９　国務省内部メモ。ロナルド・スピ

アからエド・デイ。極秘。
（９） １９７２．１０．７　大使館への国務省、国防省合同

メッセージ。国務省１８４０７３。極秘。
（１０） １９７２．１１．２９　インガソル駐日大使から国務

省。東京１２６６７。秘。
（１１） １９７２．１１．３０　インガソル駐日大使から国務

省。東京１２８６７。極秘。
（１２） １９７２．１２．１２　インガソル駐日大使、シュース

ミス公使から国務省。東京１３２１７。秘。

●Ｍ
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極秘電報が暴く　米空母母港史の真相

梅林宏道・中村桂子

民は之を知らしむべからず

核付き事前協議、そして黙認（上）Ⅵ

前回までの内容：
Ⅰ－Ⅲ　覆った横須賀撤退の決定　

第１０９-１０号（２０００年３月１日）
第１１１号（２０００年３月１５日）
第１１３号（２０００年４月１５日）

Ⅳ－Ⅴ　操られる情報：隠蔽と歪曲と誇張　
第１１４-５号（２０００年５月１５日）
第１４７号（２００１年９月１５日）

■ホットな核兵器問題　

　核問題にかかわる懸念は、空母母港
化の話が打診された当初から、常に米
政府側の念頭にあった。連載Ⅱですで
に述べられているように、１９７１年１月１８
日、６隻の駆逐艦と１船隊の参謀、そして
追加として空母１隻の佐世保母港が検
討されているという極秘情報が国務省
から大使館に初めて伝えられた。（１）この
報告を受けて後、ジョンソン国務次官に
宛てた返答のなかで、マイヤー駐日大
使は、空母母港に伴うもっとも重大な懸
念材料として、核兵器の問題を即座に
指摘した。「さらにホットな問題は核兵器
の問題、とくに空母積載の核兵器の問題
だろう。」（２）

　その翌日、マイヤー大使は、空母母港
化に対する日本の予測される反応につ
いて国務省に回答した文面で、「困難な
核兵器の問題」の存在を繰り返した。「日
本では他の軍艦より、空母に核兵器が搭
載されている可能性が高いと考えられ
ている。空母は確かに最近は、あまり大き
な問題を起こさずに横須賀や佐世保に
寄港してきた。しかし、空母が日本を母
港にしたことはかつてなかった。母港と
なれば、核兵器を搭載しているかどうか
の問題は、容易には避けられないであろ
う。大使館の判断では、今後この問題は
日本における非常に本質的な政治問題
として続く。」
　同文面でマイヤー大使は、佐世保と
横須賀を比較し、核兵器問題を考えるな
らば、横須賀のほうが地の利を得ている
と結論づけた。「佐世保と比較して、基地
の広さや市街区域からの距離から考え
て、おそらく横須賀のほうが目につきにく

い。」このように、横須賀での母港化は可
能であるとしながらも、マイヤー大使は、
「首脳レベルでの日本政府からの同意と
ともに、注意深く探っていくことが必要で
ある」と示唆した。（２）また、同日付けのブ
ラウン東アジア担当から国務次官への
覚書においても、核兵器への疑惑とそこ
から派生する政治的問題は、母港化に
伴う懸念事項の一つとして指摘されて
いる。（３）

　この１０日後，連載Ⅲで述べられたよう
に、ブロウイン調査団の訪日の際に、横
須賀への空母の母港化が優れた選択
であると確信したマイヤー大使だが、同
時に、母港化に伴い、日米安保条約上
の事前協議に関する問題が浮上するこ
とを明確に指摘した。「空母の母港は事
前協議の取り決めにおける核兵器の持
ち込み（イントロダクション）の問題を発生
させるだろう。これは、我 も々日本政府も、
絶対に避けたいところだ。」（５）

■母港の特殊性

　マイヤー大使が事前協議を問題にし
た背景には、核兵器問題についての日
米間で結ばれた条約の問題があった。
よく知られているように、日米安保条約に
基づき、核兵器の日本への持ち込みは
事前協議の対象になる。そして日本政
府は「持ち込み」には、核兵器搭載戦艦
の領海通過や寄港を含まれるとし、事前
協議があれば核兵器の持ち込みを拒否
する、と国民に対し繰り返し説明してき
た。またこれをさらに進めて、事前協議が
ない以上、核の持ち込みはない、という
論理を繰り返してきた。
　米国も、日本政府のこのような方針を
知っていた。例えば、１９７１年１２月１２日付

の『ニューヨーク・タイムズ』に横須賀母
港化の記事が掲載された後、国会では
核兵器疑惑をめぐり議論となったことは
前回で触れた。そのとき佐藤首相が、非
核三原則厳守を繰り返し、「もし核兵器
のイントロダクションについての事前協
議があれば、すべての場合において、そ
の答えが否定的なものであることは明白
である」と述べたことが、大使館から国務
省に報告されている。（６）

　ところが、実際は、すでに１９６３年４月
に、ライシャワー駐日米大使と大平外務
大臣の間で、「核兵器を積んだ艦船の領
海通過や寄港は、事前協議の対象とは
ならない」という解釈について合意がな
されていたことが、１９９９年に公表された
公文書で明らかになっている。（日本政府
はこのような合意は知らないと現在でも否定

している。）
　大切なことは、空母の母港問題は、こ
の大平・ライシャワー合意で処理できる
範囲を超えていたことである。「母港」の
概念は、あきらかに大平・ライシャワー合
意で言及されている領海通過でもなけ
れば寄港でもなく、むしろ、米側がイント
ロダクションの一形態であると説明して
いる「配置（プレイス）」に限りなく近い概
念であった。
　この問題を避けるため、、ジョンソン国
務次官は核抜き母港の検討を国防省に
依頼した。、１９７２年６月２９日の国務省内
部メモにより、ジョンソン次官がレアド国
防長官に対し、「東アジアに関する代案
の可能性、核兵器を搭載しないで日本
に空母を置くことの評価、事前協議と日
本への核兵器の持ち込み（イントロダク
ション）に関する見解」を尋ねたことが明
らかになっている。（７）

■レアド長官の拡大解釈

　これに対するレアド長官の回答は、核
抜き母港の可能性を明白に否定するも
のであった。レアド長官からロジャース
国務長官に宛てた手紙の中で、「我 は々
この代替案を注意深く検討した。しかし、
軍事的に現実的ではないし、法的にも必
要のないことであると考える」と述べてい
る。
　軍事的に現実的ではないという論拠
を、レアド長官は次のように説明した。　
　「日本を母港とする空母に核兵器が
搭載されないことは、その軍事的有用さ
を本質的に損ない、同じ戦域にいる他の
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核能力を持った部隊に作戦上の支障を
きたす。このような能力の低下は米国、日
本共に望むところではない。さらに、米国
の世界的な観点から見て、この問題に
関して日本の要求を飲むという先例を
つくると、世界中の他の国々から同様な
要求が出てくる可能性がある。そうなれ
ば、最終的には海洋核抑止力の重要な
部分の存続に対する脅威となるかもしれ
ない。」（８）

　また、法的な側面に関しては、大平・ラ
イシャワー合意を持ち出して、次のように
主張した。
　「法的には、日本政府とのこの問題に
ついての交渉の記録はきわめて明確で
ある。１９６３年４月にライシャワー大使が大
平外相とこの問題を議論したとき、大平
外相は、『日本の領海や港にいる軍艦に
搭載されている核兵器の場合には、事
前協議条項は適用しない』というライ
シャワー大使の理解を確認した。それ以
来、この解釈に異論を唱えた日本政府
はいない。」（８）

　このレアド見解には巧妙な文脈のすり
かえがある。つまり、大平・ライシャワー合
意においては、その妥当性は別として、
通過や寄港という一時的な核兵器の持
ち込みを事前協議の対象から外すとい
う確認をした。それを、軍艦上にさえ載っ
ていれば、たとえ日本を拠点として居
座っていていても、持ち込みに当たら
ず、事前協議の対象にならないという拡
大解釈をしたのである。

■レアドの洞察　

　レアド長官は、日本への核の持ち込み
に関して、ジョンソン次官とは異なる見解
を強調した。
　レアド国防長官が、日本に核付き母港
を認めさせるべきだと考えた背景には、
日本の指導者層にその素地があるとい
う彼の洞察があった。彼は日本の指導
者層の核兵器に対する考え方について
興味深い指摘を行っている。
　「核兵器問題に関しては、政府の内外
において、責任感と思考力のある日本
人が、我 の々軍艦のうちの数隻に核兵器
が搭載されている可能性を受け入れて
いると信じている。」「ニクソン・ドクトリン
により、我々の重大な責任の一つは、極
東地域に核の盾と信頼できる抑止力体
制を提供することである。日本は確実
に、自国に米国の核の傘が必要である

こと、そして我々が核を装備し、訓練を受
けた軍隊を配備する必要があることを
認識している。」（８）

　ここに現れているレアドの認識は、ま
ず第一に空母が核兵器を積んでいるこ
とを当然の前提としていること示してい
る。そしてさらに、日本の指導者層が、核
の傘のために核搭載が必要であると考
えているに違いない、との確信を示して
いるのである。
　その後、レアドの拡大解釈にそって、
日本への説得が行われることになる。

文献：
（１）１９７１．１．１８。在日米大使館への国務省・国防
省合同メッセージ。国務省００９３６７。極秘。

（２）１９７１．１．２１。マイヤー駐日大使からジョンソン
国務次官。アイズ・オンリー。東京６０５。極秘。

（３）１９７１．１．２２。マイヤー駐日大使から国務省。東
京００６２５。極秘。

（４）１９７１．１．２２。ウインスロップ・ブラウン東アジア
担当から国務次官へ。極秘。

（５）１９７１．２．１。マイヤー駐日大使から国務省。東
京００９２５。極秘。

（６）１９７１．１２．２１。マイヤー駐日大使から国務省。
東京１２５００。極秘。

（７）１９７２．６．２９。国務省内部メモ。ロナルド・スピア
からエド・デイ。極秘。

（８）１９７２．６．１７。国防省からウイリアム・ロジャース
国務長官。７２１０５２９。極秘。

　７月２５日、ドナルド・マーレイ米軍縮大
使は、ジュネーブで生物兵器禁止条約
(ＢＷＣ)の追加議定書案を審議している
ＢＷＣ締約国アドホック・グループの会合
で、３月末にトット議長（ハンガリー）から締
約国へ提示された議長テキスト（本誌１４
３号参照）について論評し、これではＢＷ
Ｃ遵守に対する信頼を強めるというアド
ホック・グループの任務は達成できない
と述べた。大使は、議長テキストで構想
されている検証措置では、ＢＷＣの検証
能力が向上しないのみならず、国家安
全保障や企業活動にかかわる情報の漏
洩が生じる危険があることなどに言及
し、テキストが米国にとって受け入れが
たいものである、というかねてから非公
式には伝えられていた否定的評価を公
けにした。
　米国が議長テキスト不支持を明言し
たことで、アドホック・グループの作業は
暗礁に乗り上げ、毎会期末に採択してい
た作業報告書も採択できぬまま８月１８日
未明に閉会した。マーレイ大使は、米国
がＢＷＣの強化について新たなアプロー
チを数カ月以内に提案する意向である
と述べたものの、公式の提案はまだ行わ
れていない。ブッシュ（父）政権は、ＢＷＣ
への検証措置導入についてＢＷＣの検
証は不可能であるとの立場から消極的
であったが、検証懐疑派の高官たちに
囲まれた「孝行息子」も父の立場を踏襲
した、ということであろうか。

　アドホック・グループが議定書案のとり
まとめに失敗したことで、この１１月１９日
から１２月７日にジュネーブでの開催が予
定されている第５回ＢＷＣ再検討会議で
は、ＢＷＣ強化の方策について、検証措
置導入の可否も含めた文字どおりの再
検討が不可避となった。
　この間、日本政府は、大量破壊兵器不
拡散の観点からＢＷＣへの検証措置導
入を積極的に支持してきたが、交渉担
当者が言明していた「米国が受入可能
な検証体制を構築する」という目標は達
成できなかった。第５回再検討会議へ日
本がどのような姿勢で臨むのかは、現時
点では不明である。
　ＢＷＣ発効から２５年以上が経過し、Ｂ
ＷＣ締約国は１４０を超えている。ところ
が、ＢＷＣが広汎な国際社会の支持を獲
得しているかのように見える一方で、条
約違反への懸念、たとえば締約国による
生物兵器の開発・製造などへの疑惑は
一向に消滅する気配がなく、生物兵器
禁止体制への信頼感が締約国の増大
に比例して高まっているとは言いがた
い。この奇妙な事態に歯止めをかけるこ
とができるかどうかが、来るべき再検討
会議にあたり締約国に課せられた重大
な任務といえよう。（なお、外務省は近年、
Review Conferenceを「運用検討会議」と訳し
ているが筆者は従来の「再検討会議」の方
が適切と考え、この名称を本稿でも用いてい

ることを申し添える）

　　生物兵器禁止条約（ＢＷＣ）

米国、議長テキストを拒否－－
再検討会議に暗雲

杉島正秋（朝日大学）

●Ｍ

●Ｍ
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極秘電報が暴く　米空母母港史の真相

梅林宏道・中村桂子

民は之を知らしむべからず

核付き事前協議、そして黙認（下）Ⅶ

前回までの内容：
Ⅰ－Ⅲ　覆った横須賀撤退の決定　

第１０９-１０号（２０００年３月１日）
第１１１号（２０００年３月１５日）
第１１３号（２０００年４月１５日）

Ⅳ－Ⅴ　操られる情報：隠蔽と歪曲と誇張　
第１１４-５号（２０００年５月１５日）
第１４７号（２００１年９月１５日）

Ⅵ　核付き事前協議、そして黙認（上）
　第１４８号（２００１年１０月１日）

■ハワイ・クイリマ会談

レアドの拡大解釈にそって、実際に日
本政府に核付き母港を認めるよう説得す
る役目を負ったのがジョンソン国務次官
である。
　１９７２年８月３１日、ハワイ・ホノルルのク
イリマ・ホテルで会談が行われた。出席
者は、米側からジョンソン国務次官とマ
イヤー大使の後任のインガルソル駐日
米大使、日本側から大平外務大臣、鶴
見外務大臣官房長、牛場駐米大使、大
河原駐米公使であった。
　ジョンソン次官は次のように論旨を展
開した。まず、西太平洋における米空母
の配備は、「日本に対する核の傘の重要
な一部である」と述べ、その重要性を強
調した。つまり日本が米国に求めている
「核の傘」の提供義務を果たすために
は、空母の西太平洋展開を維持すること
が不可欠であるという論理を展開し、横
須賀における空母母港化へ日本の理解
と協力を求めた。（１）　次に、日本に空母母
港があることの運用上の有用性を訴え
た。ベトナム戦争後を睨んで、米国は財
政的逼迫から西太平洋に展開している
空母の数を削減せねばならない状況に
あり、空母を能率的に使う方法を模索す
る必要があると説いた。
　「現在、６隻の空母がアジアで作戦行
動についています。一般的に、１隻の空
母を配置につけるためには、乗務員の米
国本土の家族への訪問や物資の供給・

修理のために、さらに２隻がバックアップ
として必要とされています。つまり、１隻の
空母を西太平洋に配置するためには３
隻の空母が必要となるのです。…予算
の逼迫を理由に、私達は艦船の数を現
在の１６から１２に減らそうとしています…
ベトナム戦争の終結後は、西太平洋に３
隻の空母を維持する態勢にもどる予定
です。」（１）

　また、乗務員の家族が展開地の近くに
居住し、兵士達が家族にしばしば会える
という確信を持っていることが必要だと
ジョンソン次官は説明した。
　「地中海では、空母の母港化によっ
て、家族が展開地域の近くに住むことを
可能にし、空母をさらに有効利用するた
めに、ギリシャ政府とのとりきめがあり、ま
たイギリスやドイツとの間のとりきめも検
討されています。」（１）

　家族の問題と、空母の効率的運用を
強調する議論は、その後日本の国会で
展開される政府の説明とそっくりである。
　加えて、日本の理解を得るために、
ジョンソン次官は、他の軍艦が、その時
点で概に日本を母港としている実績を
例にあげ、母港化の有効性を強調した。
　この意味では、日本自身が外堀を埋
めていたことになる。

■「母港」は「寄港の延長」

　こうして、母港化のもたらすさまざまな
利点を列挙したジョンソン次官だが、一

方で本質的な状況には何ら変化はない
ということを繰り返した。母港化によって
もたらされる結果とは、乗務員の家族の
海外居住と寄港回数の増加だけであ
る、と彼は強調した。
　「現在の状況と何が違うかといえば、
家族がサンディエゴではなく、横須賀に
居住するということだけです。空母は現
在と同じように、横須賀への寄港・出港を
します。唯一の違いは横須賀地区での８
００世帯の増加ですが、それは現在使用
できる住居施設の範囲内です。新しい
空母母港化により追加の建設工事が行
われるということもありません…」「現在私
達の空母の横須賀滞在日数は、月平均
で６、７日です。それが月平均で１５、１６日
の滞在に増えるだけのことです。」「日本
政府に財政的な負担増加はまったくあり
ません。」「この動きの中で、一つとして一
般市民の注意を引くような劇的な変化は
ないでしょう。」（１）

　このように巧みに「母港」は、「寄港」の
延長にあることを誘導したのち、ジョンソ
ン次官は核問題を切り出した。

■事前協議を切り出す

　「私達は、この動きは相互安全保障条
約で定められた事前協議を必要とする
事項ではないとの見解をもっています。
ですから日本政府に公式にこの動きに
関して許可を求めることはしません。」（１）

とジョンソン次官はいきなり結論をのべ
た。しかし、これは、逆に事前協議を問題
とする可能性をもった話題の切り出しで
もあった。
　そして、大平・ライシャワー合意に言及
してこう述べた。
　「１９６３年大平外務大臣のライシャワー
大使との協議に関する限り、私は状況の
変化はまったくないと考えます。日本に船
を配置（station）しようとしているのではな
いのです。家族がそこにいて、前よりも頻
繁に寄港するだけの話なのです。」（１）

　会談の終盤、ジョンソン次官は「この
機会を利用して決定や意見を外相から
求めようとしているわけではなく、この問
題に注意を喚起したいだけなのです」と
語った。（１）

　このように、ハワイ会談は「核兵器持ち
込みに関する実質的な事前協議」の打
診であったと考えるべきであろう。ボール
は日本政府の手に渡されたのである。
　協議は、内場大使、インガソル大使、

（前回）空母の母港化にともなう事前協議問題の打開策として、大平・ライ
シャワー合意の拡大解釈が提示されたことは前回述べた。核抜き母港案を
否定したレアド長官は、通過や寄港といった一時的な核兵器の持ち込みを
事前協議対象外とした大平・ライシャワー合意の文脈を巧妙にすりかえた
解釈を打ち出し、母港化にともなう核の持ち込みも事前協議の対象とはみ
なさないと主張した。
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（作成：佐藤毅彦）

衆議院（２００１．７．８～７．１４）
第１５１回通常国会

国会レポート

国会図書館のホームページですべての
会議録を閲覧できます。安全保障問題
が審議された委員会名を列挙します。

http://www.ndl.go.jp/

１日答弁；質問６号）
●金田誠一（民主）「周辺事態安全確保法と国連
憲章下で禁止されている武力の行使の関係に関
する質問主意書」（８月８日提出；９月１１日答弁；質
問７号）
●金田誠一（民主）「防衛庁の秘密と関係職員と
の関係に関する質問主意書」（８月８日提出；９月１
１日答弁；質問８号）
●島聡（民主）「政府機密費に関する質問主意
書」（８月８日提出；９月１１日答弁；質問１１号）
●東門美津子（社民）「『えひめ丸』船体引揚げに
関する質問主意書」（８月１０日提出；９月７日答弁；
質問１４号）
●保坂展人（社民）「『大東亜戦争』と靖国神社に
関する質問主意書」（８月１０日提出；８月２８日答
弁；質問１５号）

＜参議院＞
９月１９日（水）［予算委員会］
９月２１日（金）［財務金融委員会］

◎質問主意書
●大脇雅子（社民）「内閣総理大臣及び閣僚の靖
国神社参拝に関する質問主意書」（８月９日提出；
８月１６日答弁；質問５号）

◇◇◆◇◇

衆議院・参議院（２００１．８．７～９．２６）
第１５２回臨時国会

そしてやがて外務省アメリカ局長に赴
任した大河原公使により継続されること
となった。

■日本政府、核容認へ

　１９７２年１０月１３日、シュースミス駐日米
公使と担当参事官は外務省を訪問し、
大河原良雄アメリカ局長と松田慶文安
保条約課長の臨席のもと、交渉を開始し
た。ここでもホノルル会議でのジョンソン
次官の説明同様、米国側は、空母母港
化が有益であると再度繰り返した。
　「米国の提案の基本的な目的は、アジ
アの安全保障に貢献している第７艦隊
の効率的な役割を維持することである。
米国政府は、日本政府が第７艦隊の配
備の継続が、近い将来においてこの地
域の安全保障にとってきわめて重要なも
のであるという我 の々見方を共有すると
確信している。」（２）

　そして１９６３年の合意に関しても、ジョ
ンソン次官により提示された拡大解釈論
がそのまま繰り返された。
　「米政府は、ホノルルでジョンソン次官
が指摘したように、この計画が１９６３年に
大平外務大臣とライシャワー大使で協
議されていた状況を変えるものではない
と考えている。我々は母港を『配置
（stationing）』とはみなしていない。」（２）

　このように、母港化とは本質的に横須
賀居住の家族数の増加に過ぎず、空母
の横須賀への寄港という本質は現在の

まま維持されるのであり、日本に空母が
配置されるわけではない、と繰り返した
米国側の説明に対し、日本政府の反応
は以下のように記録されている。
　「駐米公使が指摘した１９６３年協議に
関して、大河原（局長）は、米政府はどの
ように理解しているのかと質問した。公
使は、一時通過の艦船は日本政府との
事前協議が必要な状況を発生させない
と米政府は考えている、と回答した。大
河原（局長）は問題をそれ以上追及しな
かった。」（２）

　日本政府に意志さえあれば、このとき
が実質的な事前協議として活用できる
瞬間であった。
　にもかかわらず、日本政府は核持ち込
み問題に対して口をつぐみ、それ以上の
追及を行うことはなかった。この協議の場
において、米国側は日本政府に対し、大
平･ライシャワー合意についての見解の
提示を求めたのであり、実質的には正式
の事前協議になりえた会談であった。し
かし、インガソル大使が報告の中で要約
したように、日本政府はこの時に秘密裏
に核付き母港を黙認したのであった。
　「外務省の代表は１９６３年の大平・ライ
シャワー会談問題には軽く触れただけで
あり、日本政府は基本的に米政府の要
求を受け入れる姿勢であることを示し
た。」（２）

　そしてこの時以来、母港をめぐる日米
折衝のなかに、核の持ち込み問題が登
場することはなかったのである。

第１５１回国会

＜衆議院＞
７月１０日（火）［外務委員会］

◎質問主意書
●福島瑞穂（社民）「横須賀港の原子力空母母港
化問題に関する質問主意書」（６月２８日提出；８月
１０日答弁；質問４３号）

文献：
（１） １９７２．８．３１　ハワイのクイリマ・ホテルにおけ

る会談覚書。極秘。
（２） １９７２．１０．１６　インガソル駐日大使から国務

省。東京１１０２６。極秘。
訂正：
　Ｖ．「操られる情報：隠蔽と歪曲と誇張（２００１年９
月１５日）に文中に欠落がありました。お詫びして次
のように訂正します。
　６ページの最終段落冒頭に「次に別の角度か
ら、言葉の選択の問題性が認識された。その」の
一文が入ります。

●Ｍ

●福島瑞穂（社民）「高レベル放射性廃棄物地層
処分の研究開発に関する再質問主意書」（６月２８
日提出；８月１０日答弁；質問４４号）

第１５２回国会

＜衆議院＞
９月１４日（金）［予算委員会］
９月１８日（火）［外務委員会］
９月２１日（金）［財務金融委員会］

◎質問主意書
●北川れん子（社民）「小泉首相の靖国神社への
参拝に関する質問主意書」（８月７日提出；８月１４
日答弁；質問１号）
●金田誠一（民主）「海上自衛隊員に対する薬物
に関する調査に関する質問主意書」（８月７日提
出；８月１０日答弁；質問３号）
●金田誠一（民主）「那覇市情報公開取消訴訟に
関する質問主意書」（８月７日提出；９月１１日答弁；
質問４号）
●金田誠一（民主）「Ｆ－４型機機関砲誤発射事故
をめぐる防衛庁の対応に関する質問主意書」（８月
７日提出；９月１１日答弁；質問５号）
●金田誠一（民主）「防衛庁による情報収集活動
の限界に関する質問主意書」（８月８日提出；９月１

■再び「言葉」の問題

　ここで改めて、「母港」という言葉の問
題に立ち返っておこう。
　米国側が、空母が核付きのまま母港に
するに際して強引に日本政府を説得し
た、以上に述べたような経過を知るとき、
空母の「母港」という言葉を、日本政府が
使いたがらないもっとも重要な理由に、
読者は気づくであろう。
　つまり、空母は「母港」化であってはな
らないのであって、単に「寄港」が増える
だけの乗組員の「海外家族居住計画」
でなければならないのである。なぜなら
ば、外交責任者が、新たな核問題が浮
上するのを避ける唯一の形式は、６３年
の大平・ライシャワー密約を拡大適用す
ることであったからである。「寄港」の増
加と理解することによって、核付き母港を
事前協議の対象から外すことができた。
日本政府は今でも、公式には「海外家族
居住計画」と言い、簡略化したときにも
「実質的母港」と言う。
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極秘電報が暴く　米空母母港史の真相

梅林宏道・中村桂子

民は之を知らしむべからず

葬られた厚木騒音問題Ⅷ

前回までの内容：
Ⅰ－Ⅲ　覆った横須賀撤退の決定　

第１０９-１０号（２０００年３月１日）
第１１１号（２０００年３月１５日）
第１１３号（２０００年４月１５日）

Ⅳ－Ⅴ　操られる情報：隠蔽と歪曲と誇張　

第１１４-５号（２０００年５月１５日）
第１４７号（２００１年９月１５日）

Ⅵ－Ⅶ　核付き事前協議、そして黙認
　　　第１４８号（２００１年１０月１日）
　　　第１５０号（２００１年１１月１日）

■横須賀と厚木は
　ワン・セット

　１９７１年１月に浮上した空母１隻の母港
案は、必然的に、付随する艦載機をどこ
で降ろすのかという問題を含んでいた。
すでに横須賀母港の妥当性が念頭に
あったマイヤー駐日大使は、国務省にあ
てた電文の中で、候補となる飛行場を比
較検討している。
　「艦載機をどこで降ろすのか。板付は
実質上民間が経営しており、７１年７月１
日からは日本政府が滑走路の運転経費
を負担することになっている。岩国は海
兵隊の航空群ですし詰め状態である。
厚木は７１年７月１日より海軍航空施設に
なる。」（１）

　まもなくこの疑問に明白な答えが提示
された。連載第３回で詳しく述べたよう
に、極秘調査のため日本を訪れていた
ブロウイン海軍中将一行と、日本での海
軍再編に関して全面的な議論の場を
もった大使館は、１０日後、横須賀と厚木
に海軍の主要部隊を集約することが最
善の策であるという結論に達した。
　「主要な海軍の配置を佐世保から横
須賀／厚木へと変更すること、そして空
母任務群を横須賀に母港とすることの
作戦上の価値に疑問の余地はない。」（２）

　ブロウインとマイヤーにより導かれたこ
の答えで注目すべきことは、横須賀と厚
木が、ワン・セットの海軍基地として見ら
れていることである。そしてこの結論が
出されて以後、日米政府間で議論され
た横須賀空母母港化計画はすべて、空
母艦載機の収容・訓練に厚木飛行場を
使用することを前提として、議論が進め

られていった。例えば、重大な懸念事項
の一つであった空母母港に伴う住宅の
検討は、艦載機の航空団を含めて議論
されてきた。

■米が厚木返還合意の
　撤回を要求

　空母母港化を念頭におき、厚木飛行
場の受け入れ態勢を整えようとした米海
軍の懸念事項は、１９７０年１２月２１日にＳＣ
Ｃで合意された米海軍から日本政府へ
の厚木の返還であった（連載第１回参
照）。日米共同声明によって、７１年７月１日
をもって、厚木は地位協定で定められた
Ⅱ４ｂステータス、すなわち日本政府が管
理し、米軍が一定条件下で共同使用す
る状態へ移行することが決定されてい
た。米海軍作戦部長は、この返還合意を
反故にしたいと考えた。
　「まだ空母母港の決定はなされていな
いとしながらも、海軍作戦部長は空母母
港を見越して、米軍が厚木をⅡ４ａで保
持することを要求している。」（３）

　Ⅱ４ａとは、米軍が管理し、米軍が使用
しないときに日本政府が共同使用するも
のである。
　実際、この時点で空母の横須賀母港
の方針が決定していたわけではなかっ
た。しかし厚木返還を反故にしようとした
米側が、近い将来の空母母港化におけ
る厚木の有用性拡大を念頭に置いてい
たことは明らかである。米側は、日本との
共同使用が始まれば、厚木の使用にお
いて、従来とは異なりさまざまな制限や
制約を受けるだろうと予測していたので
ある。そこで横須賀の空母母港化にとも

ない、厚木の利用が増加しても任務が
滞りなく遂行できるパーキング・スペース
などの収容力と、米海軍が法的保護のも
と、最大限の自由度をもって任務を行え
る環境が厚木において整っていること
が必要だと考えた。したがって、米側は
合意されていた基地返還、ステータス Ⅱ
４ｂへの移行を中止し、Ⅱ４ａステータスを
望んだ。（４）

　しかし実際には、日本政府は、民間に
よる厚木飛行場の利用をすでに始めて
いた。
　「日本政府は、昨年の夏の厚木の限
定的使用の実施の例のように、東京周辺
の航空機の過密飛行を軽減するため
に、厚木飛行場の民間使用計画を進め
ている。そのため、厚木はさらなる問題を
提示する。」（２）

　このような状況であったから、マイヤー
大使は、７０年１２月２１日のＳＣＣ決定をま
たもや覆すことになること、厚木地域の
緊迫した地域政治が自民党に返還を迫
らせていることと、日本政府は計画され
ている厚木の民間利用を確保しようとし
ていることを挙げ、返還合意の変更は
「政治的に無理」だと判断した。そして、
「これが現状で日本ができる精一杯で
あり、米国の本質的な要求を満たしてい
るものだと考える」（５）　とⅡ４ｂの承認を
国務省に勧めた。　
　こうして、７１年６月７日の会議には、厚
木のⅡ４ｂでの合意通り返還を実施する
ことに落ちついた。しかし、この過程で、
米軍は、「共同使用体制下においても…
最大限の作戦上の自由を確保したい」（４）

という要求を、日本側に認めさせた。

■日本：騒音は３倍、
　しかし「問題にならない」
　
　空母母港計画をすすめるうえで、厚木
騒音問題の認識に関する違いが米政
府と日本政府との間に存在することが浮
き彫りになっていった。
　まず、１９７２年１０月１３日、米大使館と外
務省代表の間で長期配備案に関する
協議が始められた。その中で、日本政府
側は、当初、空母母港化による厚木の使
用の増加と「騒音問題」への懸念を表明
した。
　松田慶文安保条約課長の使用頻度
に関する質問に対し、米側は「使用頻度
は横須賀港に寄留する期間の増加に比
例しての増加に過ぎず、月に１５－１６日程
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度であると推定される」と答えた。（６）

　これに対し、松田は、「政府による空母
寄港の調査では、過去の平均が月あた
り５．２日である」と述べ、「母港化による予
測される厚木の使用頻度は過去のおよ
そ３倍になるだろう」との見解を示した。（６）

　明らかに、日本政府はこの時点で、厚
木地区での騒音が悪化することを認識
していたのである。
　ところが、これに続けて、大河原良雄
アメリカ局長が、「厚木地区の住民は飛
行場の騒音には敏感であるが、おそらく
日本政府が横須賀に空母を受け入れる
ことについては、大した問題にはしない
であろう」（６） と述べたことが記されてい
る。これは、厚木周辺住民が、横須賀母
港と厚木での騒音を結びつけて重大問
題視することはないとの認識を示したも
のである。
　同じ日、日本政府は母港受け入れの
条件として三点を示したが、その中に騒
音問題は入っていなかった。
　「大河原は、日本政府は長期配備に
関する米政府の希望に沿う方向である
が、横須賀空母母港化に付随する三点
の問題で米政府の協力を要請したい、
と述べた。」（６）

　三点とは「追浜の水域返還」「ＳＲＦ（艦
船修理施設）」そして「長坂射撃場問題」
であった。

■米国：繰り返し騒音を
　懸念

　米側は、騒音問題に関しては、日本政
府よりも強い懸念を抱きつづけた。米側
は、当初から厚木の騒音を重要視して
おり、日本政府に対し、その懸念を繰り返
し表明した。厚木の騒音は、対処が困難
な問題であり、空母母港化計画を推進し
ていく際の大きな障害の一つになること
が予測された。米側は騒音を「空母母港
化提案のもっとも機微の問題」（９） ととらえ
ていた。そのような米国にとって、日本側
の「事務的な姿勢」は驚きであった。
　「大使館は、機微に触れると考えられ
る可能性のある空母母港提案に対す
る、外務省代表の率直で事務的な姿勢
に感銘を受けた。」（６）

　米国にそのような印象を与えたのは、
外務省が、騒音問題を他の三点と同じよ
うに「扱いやすい問題」として事務的に
扱ったのである。（６） 後に述べるように、こ
のとき米側は、日本政府は騒音問題を

「マイナー」な問題と考えていると理解し
た。（７）

　こうして厚木の騒音問題が空母母港
化に付随する重要な問題として議論さ
れることのないまま、母港化の協議は大
詰めを迎えた。７２年１０月２５日に、インガ
ソルはこう記している。
　「空母／空母航空団の長期配備に関
する大使館と外務省の協議は継続して
いるが、今やすべての関連問題は早期
に解決しそうである。」（７）

　そして、日本政府が、当初から厚木の
騒音問題を「マイナー」な問題として認
識していたこと、そしてこの時点におい
てはすでに厚木の騒音を問題として認
識しなくなっていたことを明らかにしてい
る。
　「日本政府は最近、当初から『マイナー』
な問題と説明していた、厚木の騒音問題
に言及することはなくなっている」（７）

　それでも米政府は、最後まで厚木騒
音に対する懸念を示した。７２年１０月３１
日に、米側は、厚木の騒音問題につい
て、わざわざ日本政府の意向を再確認
したのである。これに対する松田課長の
答えは、厚木の騒音問題がすでに日本
政府内で解決ずみであることを明言す
るものであった。
　「大使館の政治／軍事担当参事官
が、松田に向かって、厚木の騒音問題が
もち上がって障害となりはしないかと尋
ねた。松田は、日本政府はその問題に対
処したと答えた。したがって、以前報告し
た追浜の水域の返還、長坂射撃場問題
の解決をもって、空母母港にともなう問題
はすべて満足できる結論に達した。」（８）

　こうして、核問題と並び、横須賀空母
母港化に付随する重大問題の一つであ
る厚木騒音問題は、日本政府自らによっ
て不問とされたのであった。
　こうした日本政府の意向を受け、イン
ガルソルは、「今をもって空母母港問題
はすべて解決した」と記している。（８）

　
■再三の「言葉操作」

　さらに、厚木の騒音問題の表面化を
防ぐために打ち出された画策は、再び、
言葉の操作であった。これに先立ち、社
会党の大出議員により、厚木騒音問題
が指摘されており、厚木周辺の市民が
空母母港化に異を唱える動きが出始め
ることが懸念された。したがって、前述の
大河原局長の発言のように、横須賀の空

母母港化は空母艦載機の母港化に繋
がっているという事実を歪曲し、厚木地
域の市民の目が空母母港化計画からそ
らされるように策が練られた。
　この動きを受け、７２年１１月６日、国務省
は大使館に次のように指示している。
　「これからの議論で、大使館も日本政
府も、空母の長期配属が空母航空団の
配属をも含むことを印象づけないように
し、空母母港化提案のもっとも機微の問
題に、不必要に一般市民の関心をひか
ないようにするべきである。おそらく市民
は空母航空団を空母の一部だと考える。
したがって我 は々空母航空団が別の部
隊であるとおおやけに言及して注意を
喚起するべきではない。」（９）

　前述したように、ここで「機微の問題」
とされているのは、まぎれもない騒音問
題である。
　空母の航空団に市民の関心を向けさ
せない意向は、日本の国会でも踏襲さ
れている。１９７３年３月２９日の内閣委員会
議録によれば、大出議員と大河原局長
の間で、空母艦載機の乗務員に関する
やりとりが記録されている。
　「…ミッドウェーの関連で、飛行隊関係
の方々が六百くらい移ってくるという状況
じゃないんですか」との大出議員の質問
に対し、大河原局長は次のように答え
た。
　「飛行隊というのは、ちょっと私、念頭に
ございませんけれども、ミッドウェーの乗
組員の家族は、この夏以降、横須賀並び
にその周辺に居住することになる、こうい
うふうに承知いたしております。」
　飛行隊が念頭にないというのは、不可
解な答弁である。

文献：
（１）１９７１．１．２２。マイヤー駐日大使から国務省。東
京００６２５。極秘。

（２）１９７１．２．１。マイヤー大使から国務省。東京００９
２５。極秘。

（３）１９７１．５．２７。マイヤー大使から国務省。東京０４
９９７。極秘。

（４）１９７１．６．２。国務省・国防省から大使館への合
同メッセージ。国務省０９７０９５。極秘。

（５）１９７１．６．４。マイヤー大使から国務省。東京０５３
０８。極秘。

（６）１９７２．１０．１６。インガルソル大使から国務省。東
京１１０２６。極秘。

（７）１９７２．１０．２５。インガソル大使から国務省。東京
１１３７４。秘。

（８）１９７２．１１．９。インガソル大使から国務省。東京
１１７００。極秘。

（９）１９７２．１１．６。国務省から大使館。国務省２０１９７
２。極秘。

●Ｍ
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極秘電報が暴く　米空母母港史の真相

梅林宏道・中村桂子

民は之を知らしむべからず

ＳＲＦ（艦船修理部）：隠れた主役（上）Ⅸ

前回までの内容：
Ⅰ－Ⅲ　覆った横須賀撤退の決定　

第１０９-１０号（２０００年３月１日）
第１１１号（２０００年３月１５日）
第１１３号（２０００年４月１５日）

Ⅳ－Ⅴ　操られる情報：隠蔽と歪曲と誇張　
第１１４-５号（２０００年５月１５日）

第１４７号（２００１年９月１５日）
Ⅵ－Ⅶ　核付き事前協議、そして黙認
　　　第１４８号（２００１年１０月１日）
　　　第１５０号（２００１年１１月１日）
Ⅷ 　葬られた厚木騒音問題

第１５１号（２００１年１１月１５日）

■ＳＲＦ返還決定の日米合意

　１９７０年１２月２１日の日米安保協議委
員会（ＳＣＣ）は、在日米軍の横須賀撤収、
基地削減という劇的な決定で幕を閉じ
た。しかし、この歴史的な合意は、わずか
３年足らずの間に、大型空母による横須
賀の事実上の母港化へと、まさに１８０度
の変化を遂げた。
　その過程は、撤退合意から一転して
の空母母港化、といった無理筋を通そう
とした米政府と、それに追随した日本政
府による隠蔽や欺瞞に満ちたものであっ
た。その中でも、終始大きなテーマであり
つづけたのが横須賀ＳＲＦ問題であっ
た。米軍にとって母港化実現の最大の
障害であったＳＲＦ返還合意が、覆され
ていった過程を追う。
　１２月２１日の日米共同声明は、６号乾
ドックを除く１号から５号までの乾ドックな
どの艦船修理施設を、７１年６月末までに
日本へ返還すると確約した（連載第１回
参照）。この背景には、財政難に直面し、
ニクソン・ドクトリンによる軍の効率化を
目指していた米海軍の姿があった。
　合意に至るまでの間には、日米両政
府による駆け引きが続いた。米側は、ＳＲ
Ｆのほとんどすべてを、自衛隊、民間のど
ちらが引き継いでもよいから早急に返還
したいという意図をもっていた。それに
対し、日本側は、自衛隊の引き継ぎには
十分な資金、人員がまかなえないと考
え、いずれは民有をめざし、暫定処置と
して自衛隊が米軍と共同使用する構想
をもった。

■日本人従業員の解雇問題

　ＳＲＦをめぐる問題の一つは、基地で
働く日本人従業員の問題であった。基
地の横須賀撤収は、すなわち労働者の
大量解雇を意味し、労働組合などからの
強い反対が予期された。そのため、日米
両政府は終始、日本人従業員への解雇
通告の問題を懸念した。
　７０年１１月２７日の第１回基地検討委員
会で、米側は基地の撤収に伴い、６ヶ月
間で約１０，０００人の日本人の解雇予定
があると説明した。このとき、日米で解雇
通告の認識に明らかな差があることが
明らかになった。財政的に一日でも早く
身軽になることを望み、４５日解雇事前通
告を主張した米国に対し、労働者の反
発を恐れた日本側は９０日解雇事前通
告を強く主張し、米側の配慮を求めた。
　「（１９７１年）１月１８日までに公表したいと
いう米側の希望にとっての最大の難問
は、米国の主張する４５日ではなく、解雇
の９０日事前通告という日本側の強い要
求である。」（１）

　日本側の意向をうけ、９０日事前通告
を受け入れることで、横須賀基地撤収に
伴う困難を軽減するべきと考えたマイ
ヤーは次のように国務省に提案した。
　「９０日事前通告を強く勧める。なぜな
ら現在進行中の計画を妨害する、政治
的扇動や労働者の不安、ストライキなど
を軽減するからである。」（２）

　マイヤー大使は、「全駐労―基地従業
員労働組合―の代表は現在、左翼系労
働組合の総評議会である『ソーヒョウ』の
代表である。彼は日米両政府に問題を
起こさざるをえないだろう」と日本の労働

組合との関係にも言及した（３）

　こうして、解雇通告９０日という日本側
の主張がのまれた。

■返還撤回は
「自衛隊への長期移行計画」

　連載第２、３回で詳しく述べたように、Ｓ
ＣＣ合意を根本から覆す試みが画策さ
れることになったのは、決定からわずか２
６日のことであった。空母１隻の佐世保母
港案の浮上と、横須賀撤退の変更が可
能になったこととを併せて、米軍内では
横須賀の空母母港化構想が歩み出し
ていた。主要な海軍の配置を佐世保か
ら横須賀に変えることの作戦上の価値、
空母任務群を横須賀に母港とする価値
に疑問の余地はない、と結論づけた米
側であったが、最大の問題は１２月２１日
のＳＣＣ合意との非整合性であった。
　米側は横須賀基地削減計画の変更
は、日本政府内でどの程度の一致があ
るのか明確でないにせよ、「日本政府に
とって肯定的なもの」という印象を持って
いた。例えば、マイヤーは、「海上自衛隊
には３－４年間ＳＲＦを米軍が維持し、その
後これらの施設を徐 に々引き継いでいく
ことを望んでいる兆候がある」と書いて
いる。（４）

　このような背景をもとに、マイヤーはＳＲ
Ｆ返還の撤回を正当化する立論をした。
マイヤーの念頭には追加艦隊の母港化
があり、海自への長期移行計画を打ち
出すことにより、母港化への伏線を引くと
いう意図が読み取れる。
　「その際、日本政府が新しい立場をと
りやすくする最大の方法は、この変更が
政策変更ではなく、自衛隊がＳＲＦの大
部分を取得することを可能にする長期
移行計画であると強調することである。
米国は追加艦隊の母港と第７艦隊旗艦
の横須賀維持を正当化できる。さらに、こ
のようにしてＳＲＦの需要が追加される
と、日本政府が民間移転に抵抗する論
拠ともなる。さらに、移行期間の後半で
は、米軍は海自に修理の契約をするの
で、経済的に海自への全面移行がやり
やすくなる。」（５）　
　米国は、日本政府の意向を明確に知
る必要性から、ＳＲＦ返還合意の変更を、
政府首脳に直接打診した。米側は横須
賀の空母母港化の可能性には一切触
れずに、自衛隊による引き継ぎを前提と
した米海軍の横須賀残留に対する見解
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　２１世紀の始めの年は「戦さ」に満ち
た年であった。しかし、そんなことなど
おかまいなく、地球は、物理の法則に
則って太陽を回る周回軌道を動いて
いる。海辺では、地球流体に働く万有
引力により、潮汐が規則正しくくり返さ
れ、生物は潮汐のリズムに従ってそれ
ぞれの営みを続けている。地質年代で
考えれば、これらも変遷を遂げている
が、私たちの時間から見れば、不変の
営みである。
　地球以外にも、銀河系のどこかに知
的生命体は生存しているだろう。しか
し、それらが直接的に交流するには、宇
宙はあまりにも広大である。地球型生
物は、太陽系をはなれてその生存を維
持することはまず考えられない。そし
て、地球に生物が生まれた環境も、い
わば偶然性が重なって、奇跡的につく
られたものである。例えば水が、固体、
液体、気体と形を変えつつ、循環する
温度条件を備えた星は地球をおいて
他にはない。太陽と地球の位置関係が
少しでもずれていれば、炭素を軸とし
た有機物から生物が生まれてくる過程
は大きく異なっていたはずだ。私たち
は、地球という星の持つ奇跡的な位置
をもっと認識する必要がある。その時、

（エッセイのコラム）

地 平 線

一回性としての生命体のかけがえのな
さが実感できる。
　にもかかわらず宇宙に奇跡的に生ま
れた知的生命体である人間は、生物と
しての宿命を負いつつも、無限の欲望
を制御できないまま、自らの生存基盤を
も脅かしかねない力を科学技術によっ
て獲得し、その力を同類同士の殺戮に
まで利用する愚かな行動を続けてい
る。
　２００１年９月１１日、アメリカで起きた同
時多発テロをして＜世界が変わった日
＞という言い方がある。アメリカの威信

じっくりと自分たちの
位置を確かめよう
同時多発テロからの

世界で、問われているのは
自然観

湯浅一郎（ピースデポ理事）

が揺らぎ、事件を契機に、「テロ撲滅」を
大義としてアメリカが国際社会を味方
に引き連れて暴力による政治へ突き進
んでいる。戦争の世紀からの脱却を夢
見た世界中の民衆にとって、21世紀も
また同じではないかという失望をもたら
したことは確かである。しかし、反面で
はアメリカの一国主義的体質は何一つ
変わらず、日本も含めＧ８と呼ばれる
国々が経済のグローバル化によって、
世界の富の偏在と、大部分の貧困を常
態化させている。その限りにおいて、９
月１１日を境にして何の変化も起こって
いない。何も変わっていないことを見据
える立場で行動することが求められて
いるのではないか。
  ここで問われているのは、遠回りに
見えるかもしれないが、自然観、宇宙観
ではないかという気がしてならない。１９
４５年８月のヒロシマ、ナガサキ、２００１年
９月のニューヨーク、これらを宇宙から
見たとき、どの様な光景として見えたの
か。自然の営みの普遍性と不変性に比
べ、人の営みの愚かさが透けて見える
ようだ。昨年の後半、私は、こんなことを
想いながら、西日本の軍港の街で、自
衛隊の海外派兵反対の行動に明けく
れていた。

を求めた。（６）

　日本政府は、世論の反発を懸念した
が、「相互理解と相互合意」を強調する
ならば、と米軍のＳＲＦ継続使用を受け入
れた。（７）日本政府は返還の延期に合意
し、ＳＲＦ返還の１年延期（７２年６月３０日ま
で）の共同声明が発せられた（７１年３月３０
日）。
　空母母港計画を日本政府には伏せた
まま、米軍のＳＲＦ永久使用への策謀が
動き始めたのである。
　

■４、５号ドック、切り離しへ

　自衛隊による引き継ぎに向けた準備
が続けられてきたが、１－３号ドックの引き
継ぎの可能性は見えていたものの、４、５
号ドックに関しては困難に直面していた。
　「海自は予算と人員の不足により来年
６月までに残りの（４、５号ドック）施設を運
転するには至らない。次に、現在の法律
の解釈では海自が米艦船のメインテナ
ンスや修理はできない。」（８）

　海自による引き継ぎ体制が整う見こみ
がないと判断した米側は、４、５号ドックの

継続保有を希望した。その背景には、民
間との契約ベースによる共同使用に対
する疑念があった。７０年のＳＣＣ合意以
前、日本側からの問いに対し、返還後の
引き継ぎは民間、自衛隊のどちらでもよ
いと答えた米政府であったが、母港化
計画が浮上したこの時期には、民間との
契約による海軍のＳＲＦ使用に対して、否
定的な見方を表わすようになった。
　「日常の修理業務は民間業者との契
約でまかなうことが可能かもしれない
が、米海軍の艦船独自の特別警備態勢
や専門技術が要求される修理力は手に
入らない。加えて、米海軍の要求への対
応力が、軍事的配慮より商業的な目的を
重視する日本の民間契約業者の自由
裁量に任されることになる。」（９）

　近い将来の母港化を念頭においてい
た米軍にとっては、これも当然の結論で
あった。
　こうした動きに対して、日本側は当初、
米海軍に充分な修理施設を提供する必
要性を認識しているとしながらも、日本
国内での政治的、商業的利害に基づく
反発を懸念し、抵抗を示した。しかし、そ

の後、日本政府は「米軍が正式に要求
すれば、４、５号乾ドック返還延期に日本
政府は同意する意思がある」と米の要
求を受け入れる姿勢を見せた。（１０）この
時点では、日本はすでに空母母港計画
を知らされていた。
　こうして、１－３号ドックと４、５ドックを切
り離して、後者の返還延期の線で交渉を
進める路線が米側に確立した。

文献：
（１）１９７０．１１．２８。マイヤー駐日大使から国務省。
Ａ－１１４３。極秘。　

（２）１９７０．１２．３。マイヤー大使から国務省。
東京９７３３。極秘。

（３）１９７０．１２．１８．マイヤー大使から国務省。
東京１０２４９。極秘。

（４）１９７０．１２．２０。マイヤー大使から国務省。
東京１０２７１。極秘。

（５）１９７１．２．１。マイヤー大使から国務省。
東京９２５。秘。

（６）国務省・国防省合同から在日米海軍司令官と
在日米軍司令官。国務省０３４６５９。極秘

（７）１９７１．３．５。マイヤー大使から国務省。
東京０１９８３。極秘。

（８）１９７１．１０．２０。ウォレン・ナッター国防次官補か
らマーシャル・グリーン国務次官補への手紙。
極秘。

（９）１９７１．１０．７。シェルデン氏への覚書。
（１０）１９７１．１１．１６。マイヤー大使から国務省。
東京１１４４７。秘。

●Ｍ



6 １９９６年４月２３日第三種郵便物認可 毎月２回１日、１５日発行２００２年６月１５日 第１６５号 核兵器・核実験モニター

極秘電報が暴く　米空母母港史の真相

梅林宏道・中村桂子

民は之を知らしむべからず

ＳＲＦ（艦船修理部）：隠れた主役（下）Ⅹ
前回：Ⅸ ＳＲＦ（艦船修理部）：隠れた主役（上）　第１５６号（２００２年２月１日）

■返還求める地域の反発

　海上自衛隊による４、５ドックの引き継
ぎは困難だろうとの見通しを持った米国
は、これら２つを無期限に保有する策を
検討し始めた。最大の懸念事項は、政治
的、商業的利害に基づいた地域の反発
であった。
　自治体や企業は、早い段階から返還
後のＳＲＦ民有化を前提として、これを地
元経済再編の好機とする動きを見せて
いた。返還一年延期という１９７１年３月３０
日の決定は地元には受け入れられない
ものであった。延期を伝える日米共同声
明の発表後、横須賀市は、「整理統合計
画が３ヶ月で改められたことに不信」を直
ちに表明し、ＳＲＦ民間引き下げが、７２年
７月以降にさらに延期されるようなことが
ないよう要望した。
　日本政府はまた、民社党の曽禰益議
員（神奈川２区選出）に代表される、地元
利益の代弁者からも強い要請を受けて
いた。曽禰は造船業界を管轄する運輸
大臣にも要請をしていた。７０年１２月の返
還決定以降、住友造船への払い下げを
前提とした既成事実が進行していた。
　マイヤー大使は、国務省に当てた電
文の中で、繰り返しこのような地元勢力
の反発を説明した。
　「基本的な問題は地域の反発である。
とくに長野横須賀市長と県知事、国会議
員、そして商業的利害からのものだ。」
「住友による乾ドック４、５号民営に向けた
計画が現在まですすんでおり、調整期
間なしでは現時点でこれを変えるのは
極めて困難である。」（１）

　マイヤー大使は、曽禰議員や長野市
長から提出されていた要請文などに言
及し、次のように続けた。
　「横須賀市民は、海軍が、市民が反対

している乾ドック４、５号の自衛隊による
使用を計画しているのではないかと疑
念を抱いている。…繰り返されるＳＲＦの
処遇に関する変更により、市民は気まぐ
れに扱われていると強く感じている。そ
のため、横須賀では海軍への抵抗が強
まっている。」（１）

■関東計画・佐世保との取引

　１９７１年１２月３日付東京新聞の一面
に、政府筋の話として空母の横須賀母
港の記事が掲載された。続いて、１２月１７
日の朝日新聞が、前日のニューヨーク・
タイムズに掲載された「空母任務部隊」
の横須賀母港の可能性の記事を紹介し
た。日本政府は、最終的な態度は決めて
はいないとしながらも、この話題で日米
間の非公式な話があったことを認めた。
国会は母港化に伴う核持ち込み問題で
騒然としていた。
　このような状況下で、米大使館は、ＳＲ
Ｆ返還の無期限延期に向けた画策をし
ていた。
　４、５号ドックの継続使用を日本政府に
切り出す方法として、マイヤー大使が国
務省に送った提案は、４、５号ドックの返
還延期の交渉をする際に、他の基地再
編の一部のように見せかけ、他の基地返
還からくる利益を取引材料にすることに
より、それらの無期限保有を可能にする
という内容であった。
　「１２月の終わりに、外務省、防衛庁の
高級官吏に関東計画について知らせる
べきだと大使館は考える…交渉はまった
くリンクしていないが、これによって、目に
見える形となることで、ＳＲＦの４、５号乾
ドックの継続使用の話が進めやすくな
る。」「横須賀ＳＲＦの乾ドック４、５号の米
軍保持に向けた、外務省による最近のプ

ロセスは進んでいないが、それを達成
するのに、他の基地再編の結果の一つ
であるように見せるのがもっともよい。」（２）

　日本政府は好意的な反応を示した。
吉野局長は外務省の意向を以下のよう
に伝えた、と報告されている。　
　「吉野は外務省がＳＲＦ（４、５号乾ドック）
の継続使用を関東計画（３）の詳細発表と
同時に公表したいと考えていると確認し
た。しかし、外務省はＳＲＦの払い下げを
求める民間との関係で問題を抱えてお
り、我 に々強く佐世保バース施設の返還
の同時発表をも提案した。」（４）

　この外務省提案に大使館は検討を約
束し、可能であれば提案を受け入れる
姿勢を示した。これに対し、国務省は佐
世保返還をＳＲＦ交渉に結びつける判断
を大使館にゆだねた。

■「軍転法」が効いた！

　民間運営の方向で動きだしていた地
域政治を説得するためには慎重な対応
と時間が必要であるというのが、大使
館、そして日本政府の結論であった。
　そのときに、判断の重要な根拠の一つ
となったのが「旧軍港市転換法」（以下
「軍転法」）であった。つまり、「軍転法」に
より定められた審議会のメンバーである
横須賀市長と神奈川県知事が、米軍の
提案する４、５号に関する変更の受け入
れに反対すれば、１－３ドックの自衛隊へ
の移転さえも不可能になるといったこと
が危惧されたのである。
　「『旧軍港市転換法』では米軍から返
還されとき、日本の海軍基地は、通常は
平和目的に転換されなければならない。
決定は、横須賀市長と神奈川県知事が
メンバーであるところの審議会によって
なされる。もし、これら２人が乾ドック１，２，
３号ドックの自衛隊への移転に反対する
と、それは不可能になる。したがって、防
衛庁と外務省は、米海軍によるドック４、５
号の無期限保有は、市長や地元の関係
者に反対されてはならないと確信してい
る。」（１）

　今日から見ると、米軍基地の跡地を自
衛隊が使っていることは珍しくない。しか
し、当時米軍がこのような懸念を抱いた
のは見当はずれではなかった。そのこと
を説明しておこう。
　「軍転法」とは、１９５０年に制定された法
律である。旧軍港市である横須賀市、呉
市、佐世保市及び舞鶴市を平和産業都



１９９６年４月２３日第三種郵便物認可 毎月２回１日、１５日発行 7 核兵器・核実験モニター 第１６５号 ２００２年６月１５日

市に転換し、平和日本達成に役立つこと
を目的としている。米軍から返還された
旧帝国軍用地であった国有財産のうち、
一定の基準を満たすものは審議会にお
いてその処理の是非が決定される。返
還された国有財産（土地、工場）を自衛隊
が使用する「所管換え」も、この審議会に
付議する対象となる。
　しかし興味深いことに、筆者らの調査
によると、この「所管換え」が審議会付議
の対象となったのは、１９７２年１２月１４日以
後であった。（５）つまり、米側が横須賀市
長と神奈川県知事に対して慎重な説得
が必要であると記した同年２月２日の時
点で、米側は、返還された土地の自衛隊
による使用が、近い将来に審議会の付
議対象事項になることを、すでに知って
いたことになる。
　外務省が、米大使館に極めて緊密な
情報提供を行っていたことを窺わせる。
　いずれにしても、軍転法が米軍の思
惑通りに行かない役割を果たした。
　

■「米海軍の大権」を
　振りかざす
　こうした背景で米軍の出した結論は、
１－３号ドックを自衛隊に返還し、米海軍
が４、５号ドックをしばらく継続保有し、返
還方法については継続協議するという
趣旨の声明を発表することであった。作
成された共同声明の草案は、以下のよう
であった。
　「協議の結果、ＳＲＦは、（ａ）乾ドック１－
３号と関連施設は１９７２年６月末までに日
本に返還され、返還後は米海軍が適切
な共同使用の取り決めのもとでアクセス
できるように、海自の管轄にされる。そし
て、（ｂ）ＳＲＦの残りの部分に関しては、迅
速な協議が行われると了承された。」「協
議が終了するまで現在のまま米軍が保
有、運転し、双方が満足できる結論を得
たときに日本に返還する。」（６）

　共同声明草案作成後の７２年２月８日、
曽禰議員らの呼びかけで、江崎防衛庁
長官、丹羽運輸相、福田外相、佐藤首相
が集まり、ＳＲＦ返還問題を協議した。そ
の中で、佐藤首相は、６号ドック以外の米
海軍の要求を満たした最終的な返還合
意まで、すべての交渉における行動中
止する決定をくだした。この決定は、１－３
号ドックの返還中止をも意味していた。
　唐突に見える、この佐藤首相の決定
の背景は、入手された文書のなかでは、

必ずしも明かではない。しかし、少なくと
も二つの要因が考えられる。
　第一に、１－３号ドックが自衛隊に返還
されたとしても、米軍の要求する共同使
用の条件が厳しすぎて、返還の利点な
しと判断せざるを得なかった。米艦船の
修理を海自が引き受けることにより海自
が収入を得るという理由付けが当初米
側から示されたが、実際は法的解釈上、
海自による米艦船のメインテナンスや修
理は不可能であった。
　第二に、４，５号ドックで米軍の真意が
見えてきた段階で、１－３号のみ自衛隊に
返還することは、「軍転法」審議会の中で
了解が得られないだろう、と判断せざる
を得なかった。
　佐藤首相の判断を受け、２月１８日の国
務省・国防省合同メッセージでは、合意
への遅れへのいらだちの現れであろう
か、「米海軍の大権」を持ち出して、日本
政府の合意への賛同を促した。
　「大使館は４、５号ドックおよびＳＲＦ内の
その他の修理施設の管理運営に関する
米海軍の確固たる要求を満たすように
働きつづけなければならない。」「日本側
が、米軍の要求について確認する権利
があることを、大使が充分認めることは
大切である。しかし、満足のできる修理
能力とか対応能力とかの定義は、純粋
に米海軍の大権に属する。」（７）

　こうして日米での話し合いが重ねら
れた結果、１９７２年３月３０日、以下の共同
声明が発表された。
　「乾ドック１－３号（日本政府が海自の管
理運営を考えている）、ＳＲＦの残りの部分
（日本政府は返還後の民間運用を考えてい

る）ともに、日米両国間で、米海軍の艦船
修理等の要求を完全に満たすような適
切な共同使用の取り決め、または契約に
いたるまで、継続協議とする。そしてこれ
らの施設は、協議が相互に受け入れら
れる結論に達したときに、日本政府に返
還される。その間、米海軍が現状通りに
これらの施設の保有、運転を継続する。」（８）

　これは実質上米軍による無期限使用
を許したものであった。

■追浜の水域返還で妥協

　１０月３日には、長野横須賀市長が空
母の母港受け入れを表明した。市長は、
ＳＲＦの返還を当面断念し、取引として、
かねてから地元経済界からの要望があ
がっていた追浜の水域の返還と、長坂

射撃訓練場の使用協定の変更とを合わ
せて求めたと考えられる。
　インガソル大使は次のように、日本側
から提示された母港受け入れの条件を
国務省に伝えた。
　「大河原（良雄アメリカ局長）は、日本政
府は…３点の問題で米側の協力が必要
であると言った。まず、横須賀市長が、商
業用桟橋を設置するために、追浜の水
域の返還を求めている。…次に、ＳＲＦに
関しては、防衛庁は、１－３号ドックの１２月
からの（共同）使用を求めている。そして、
４、５号を民間船舶修理会社に使用を許
す共同使用とすることを希望している。
…最後に、横須賀の長坂射撃訓練場
は、…米軍が使用協定を年間１０６日から
５０日に減らすことができれば、自衛隊の
射撃場を市へ返還することが可能にな
る…。」（９）

　つまり、日本側は、１－３号ドックをⅡ４ａ
で海自との共同使用、４、５ドックを Ⅱ４ａで
住友との共同使用、と提案したのであ
る。これは、事実上、当面の返還をあきら
めたことを示す。
　４、５号乾ドックの民間との共同使用で
も、米海軍が「スケジュール管理権や優
先使用権」「付属工場の、ゆるぎない占
有的な管理権」（１０）をもつことを強調しつ
つ、米側は、これらの提案を受け入れる
姿勢を表明した。
　このようにして、１９７０年のＳＲＦ返還決
定は、米側の満足のゆく形で覆され、現
在に至るまで全ドックの米軍管理が続
いている。なお横須賀市は、現在もＳＲＦ
返還要求の立場は変えていない。

文献：
（１） １９７２．２．２。マイヤー大使から国務省。東京０

１１１６。極秘。
（２） １９７１．１２．６。マイヤー大使から国務省。東京

１２００１。秘。
（３） 関東計画は７２年１月６～７日に米国サン・クレ

メンテで開かれた日米首脳会談（佐藤・ニク
ソン）の席上で米国により提案され、１月１０日
に帰国した福田外務大臣により発表された。
７３年１月２３日、第１４回ＳＣＣで合意された。

（４） １９７２．１．２１。マイヤー大使から国務省。東京
００７２３。秘。

（５） １９７２年１２月１４日、「『旧軍港市転換法に基く
国有財産処理標準の取扱細目について』通
達の一部改正について」が出された。

（６） １９７２．２．４。マイヤー大使から国務省。東京０
１２３０。極秘。

（７） １９７２．２．１８。国務省・国防省合同メッセージ。
国務省２９５２１。極秘。

（８） １９７２．３．２４。マイヤー大使から国務省。東京
０３０６７。秘。

（９） １９７２．１０．１６。インガソル大使から国務省。東
京１１０２６。極秘。

（１０）１９７２．１０．２５。ロジャース国務長官から大使
館。国務省１９４１６９。極秘。

●Ｍ



4 １９９６年４月２３日第三種郵便物認可 毎月２回１日、１５日発行２００２年１２月１５日 第１７７号 核兵器・核実験モニター

極秘電報が暴く　米空母母港史の真相

梅林宏道・中村桂子

民は之を知らしむべからず

トップシークレットが示す
逆転の真相

ⅩⅠ

　前回までの内容：
Ⅰ―Ⅲ 覆った横須賀撤退の決定

第１０９・１０号（２０００年３月１日）、第１１１号（２０００年３月１５日）、
第１１３号（２０００年４月１５日）

Ⅳ―Ⅴ 操られる情報：隠蔽と歪曲と誇張
第１１４・５号（２０００年５月１５日）、第１４７号（２００１年９月１５日）

Ⅵ―Ⅶ 核付き事前協議、そして黙認
第１４８号（２００１年１０月１日）、第１５０号（２００１年１１月１日）

Ⅷ 葬られた厚木騒音問題
第１５１号（２００１年１１月１５日）　

Ⅸ―Ⅹ ＳＲＦ（艦船修理部）：隠れた主役
第１５６号（２００２年２月１日）、第１６５号（２００２年６月１５日）

　横須賀への空母母港決定の前段で、
米海軍は横須賀撤退という劇的な削減
策を出していた。安保問題での日米の
最高レベル会議である日米安保協議委
員会（ＳＣＣ）において、それはいったん合
意された（１９７０年１２月２１日）。にもかかわら
ず、米国側が強引に一方的な方針転換
を行ったことは、本シリーズの冒頭（Ⅰ―
Ⅲ）に論じたとおりである。
　背後に何があったのか。トップシーク
レットに分類された一つの国務省内部
文書からその謎に迫る。その文書は、国
家安全保障委員会（ＮＳＣ）に提出するた
めの１９７２会計年度の米国防省予算の
検討資料（１９７０年７月２０日付）である。（１）

（以下、単に「機密文書」と呼ぶ。）

■２３０億ドルの財政赤字

　「機密文書」によると、１９７２会計年度（１
９７１年１０月から１年）に予想される財政赤
字は、２３０億ドル（当時の円レートで８．３兆
円）の巨額にのぼる情勢であった。７１会
計年の歳出規模は、２１３０億ドルであり、
そのうち国防費は７４０億ドル（約３５％）と
いう数字で推移していた中に、この数字
を置いてみる必要がある。現在のブッ
シュ政権で軍事費が急増したと言われ
る２００３会計年の軍事費でも歳出の約１７
％である（本誌１５８・９号）。財政の中で軍

事費の負担がいかに大きかったか、想
像できるであろう。
　７１会計年の歳出赤字は、すでに１５０
億ドルと見積もられていたから、このまま
では歳出赤字幅がさらに８０億ドル（３兆
円）増加することになる。赤字の解消に、
増税や国防費以外の支出削減も検討さ
れた。しかし、「機密文書」によれば、「３０
億ドルの削減すらも政治的には困難で
あり、議会によって拒否されるだろう」と
いう情勢であった。
　その背景には、１９７２年が大統領選挙
（１１月）の年であったことを見逃すことが
できない。７２会計年予算の影響は、直接
に選挙運動期間に現れるからである。

■ベトナム撤兵

　このように、問題のＳＣＣ決定が行われ
た７０年末における米政府は、国防予算
の削減が至上命令になっていた。
　国防計画検討委員会（ＤＰＲＣ）は、ＮＳ
Ｃに提案するために、いくつかのシナリオ
を想定して国防予算の削減を検討し
た。当然のことながら国防費の削減は、
国際環境に大きく作用される。ベトナム戦
争の推移が、一つの大きな決定要因で
あった。
　ベトナム戦争からの撤退は、すでに政
府方針となって実行されていたが、「機

密文書」は、次ページの表のような数字
をもって、戦費の削減を計画した。
　表を見て分かるように、７２会計年予算
では、南ベトナムとタイへの派兵人員を、
７１年予算の約３０万人から１７万人へと半
減に近い撤退を行い、さらに北爆・南爆
などのための航空機の出撃回数に関し
ては、７１年予算の月約１６，０００回から11,
０００回へと約３０％削減した計画を立てて
いる。このようにして追加戦費を１２０億ド
ルから８０億ドルへと約４０億ドル軽減させ
る見込みであった。
　このような数字に現れる戦争からの撤
退事態を、横須賀を含む在日米海軍と
の関連で見るとどうなるであろうか。
　ベトナム戦争の空爆に参加する空母
（当時は攻撃空母（ＣＶＡ）と対潜空母（ＣＶＳ）

の二種類があった）やその護衛艦は、頻
繁に横須賀、佐世保に寄港していた。日
本の米海軍基地は文字通り、ベトナムで
の戦闘の後方支援基地であった。した
がって、兵力の削減や出撃回数の削減
は、直接的に後方支援体制の軽減につ
ながる。このような状況下で、在日米海
軍を大幅に削減するプランが上級司令
部である太平洋軍（ＣＩＮＣＰＡＣ）から出さ
れても当然であった。
　「機密文書」からは、米海軍の全体的
状況を、もう少し具体的に読みとることが
できる。

■一般目的部隊

　ＤＰＲＣは、国防費の削減計画を戦略
部隊と一般目的部隊の二つの部門に分
けて検討した。戦略部隊とは、戦略核の
三本柱（爆撃機、大陸間弾道弾、戦略原潜）
を中心とする核兵器関連部隊である。こ
の二つの部門は、大ざっぱに言って同程
度の財政規模をもっていた。ベトナム戦
争そのものは、主として一般目的部隊に
よって闘われていた。もちろん、当時の空
母は核兵器を搭載していたことも含め
て、米軍は多くの戦術核を持っていたこ
とを忘れてはならない。
　７２会計年の予算において一般目的
部隊を、（ａ）３０億ドル削減する場合、（ｂ）
６０億ドル削減する場合、が検討された。
そのそれぞれにおいて、海軍・海兵隊関
係の具体的な削減内容は次のようなも
のであった。７０会計年の現状と比較し
て、ＣＶＡを１５隻体制から（ａ）では１２隻
へ、（ｂ）では１１隻へ、またＣＶＳを４隻体制
から（ａ）（ｂ）ともゼロにする。つまり７～８隻
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会計年 ７０ ７１ ７２　 ７３

実績 予算 予測 予測

南ベトナム配備兵力（人）４２４，０００ ２６０，０００ １５２，０００ ４３，０００

タイ配備兵力（人） ４２，０００ ３４，０００ ２０，０００ ４，０００

月平均出撃回数

　攻撃・戦闘機 ２０，７００ １４，６００ １０，２００ ３，４００

　Ｂ５２爆撃機 １，４００ １，２００ ９００ ３００

追加戦費（億ドル）  １２０ ８０ ４０

ベトナム戦争に関する想定
（年度末兵力と年度平均出撃回数）

の空母の削減である。
　さらに空母を護衛する戦闘艦は、（ａ）
（ｂ）とも２４０隻体制から１７０隻体制まで、
海兵隊を運ぶ水陸両用任務部隊は１＋
１／３任務部隊であったものを１任務部隊
に削減する。ちなみに、（ｂ）シナリオの場
合、国防省全体の人員数は、７０会計年
の４４０万人から７１会計年は３６０万人、７２
会計年は３２０万人と減少し、２年間で実
に１２０万人の人員削減を覚悟しなけれ
ばならなかった。
　海軍部隊の削減の多くは、東南アジア
配備からの撤退と関係する部分であっ
た。つまり、責任司令部である太平洋軍
は在日米海軍の大幅縮小を決意するに
十分な状況であったのである。

■謎を解く手がかり：
　戦略部隊
　以上によって、ＳＣＣが７０年末に、米海
軍の横須賀からの事実上の撤退を決定
した理由は、分かるであろう。
　しかし、本シリーズ Ⅱ（第１１０号）で述べ
たように、わずか１か月後に「海軍の予算
状況が好転したので、横須賀を閉鎖し
て佐世保に集約するという決定を見直
す可能性が開けた」（モーラー統幕議長）
（２）という情勢の急転が告げられている。
これは何を意味するのだろうか。
　モーラー統幕議長（海軍大将）が予算
の好転を口にしたは、母港化計画を進
めるための口実であったという解釈は成
立しにくいことは、シリーズ Ⅱで述べた通
りである。では、本当の理由は何であっ
たのだろうか。
　「機密文書」は、この謎に直接的な回
答を与えている訳ではない。しかし、そこ
には有力な手がかりが記述されている。
ここで私たちは、戦略部隊の動向に着目
したい。
　上述したように、国防予算の動向は国
際的な安保環境に大きく左右される。安
保環境の一つの大きな要素はベトナム
戦争の戦況であることはすでに述べた。
これまでの検討は、国防費の削減を、
もっぱらベトナム撤兵とそれに伴う一般
目的部隊の削減に頼るものであった。
　もう一つの重要な要素は米ソの戦略
交渉の行方である。より具体的には、当
時進行していた戦略兵器制限交渉（ＳＡ
ＬＴ）と対弾道ミサイルシステム制限条約
（ＡＢＭ条約）に関する交渉の行方であ
る。

　「機密文書」は、前述のようにもう一つ
の削減シナリオを検討していた。それ
は、戦略部隊の削減によって、３０億ドル
を削減する案である。この削減と一般目
的部隊の（ａ）シナリオを組み合わせる
と、６０億ドルの削減が実現する。
　「機密文書」は、ＤＰＲＣの会議におい
て、キッシンジャー大統領補佐官は、「現
在の（国防計画の）まとめは、問題の財
政的側面のみに焦点を当てており、国防
費削減の戦略的及び外交政策的側面
の扱いが不適切である」（１）と指摘したと
記録している。同時にキッシンジャーは、
当時の米ソ関係では、核の均衡のもとで
の通常戦争が起こりやすくなっており、通
常兵力の過度の削減には問題があるこ
とを指摘した。そして「キッシンジャーの
指摘を受けて戦略部隊と通常目的部隊
が３０億ドルの削減を分かち合う新しい
削減案」が検討されることになった。

■米ソ交渉が
　横須賀を変えた？
　ＳＡＬＴ交渉は、１９６９年１１月１７日に始
まっていた。ヘルシンキとウィーンで交互
に３０か月にわたって７セットの公式交渉
が行われたのみならず、キッシンジャー
とドブルイニン駐米ソ連大使の間での
秘密交渉も持たれた。
　ダン・キャドウェルによると（３）、ＳＣＣ合
意の１９７０年末には、ＳＡＬＴ交渉は行き詰
まっていた。ところが１９７１年早 、々キッシ
ンジャー・ドブルイニンの秘密交渉が持
たれ、ニクソンとコスイギン両首脳の秘
密書簡が交換された。「バック・チャンネ
ル協議」と呼ばれるこの交渉によって妥
協が急進展することになった。そして１９

文献：
（１）１９７０．７．２０　ロナルド・スピアから
国務省長官。国務省１０２７６。トップ
シークレット。

（２）１９７１．１．１９　アレクシス・ジョンソン
国務次官からマイヤー駐日大使、
アイズ・オンリー。国務省００９０４５。
極秘。

（３）ダン・キャドウェル「ＳＡＬＴからＳＴ
ＡＲＴへ」（「Encyclopedia of Arms
Control and Disarmament」第Ⅱ
巻）

７１年５月にＳＡＬＴ（攻撃兵器の制限）とＡ
ＢＭ条約（防衛兵器の制限）の両方につ
いて、米ソは実質的な合意に達したの
である。
　つまり、米海軍の方針転換は、まさに
米ソの戦略交渉の急進展の時期に起
こっていることになる。しかも、「機密文
書」は、ＳＡＬＴ合意が実現すれば、国防
費削減に直接的な貢献があることを次
のように指摘していた。
　「ＳＡＬＴの合意は、ＮＳＤＭ（国家安全保
障決定覚書）６９で吟味されたように、７２会
計年歳出で１５億ドルに達する削減を可
能にするであろう。」（１）

　前述の「通常目的部隊を重視すべき」
というキッシンジャーの指摘と合わせる
と、ここで浮いた１５億ドルが、米海軍が
横須賀を取り戻す原動力になったと考え
てもおかしくないように思われる。そして、
やがてツムワルト海軍作戦部長の空母
前進配備構想がそれに合流することに
なる（シリーズⅡ参照）。
　米ソ戦略交渉の成功が、日本を軍縮
とは逆の方向に導いた皮肉は、ひとえに
日本外交の貧困のせいである。

トップシークレットの米国務省内部文書（１）より
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